
ＹＫＫ株式会社に対する勧告について 

 

令和８年６月２３日 

公 正 取 引 委 員 会 
 

公正取引委員会は、本日、ＹＫＫ株式会社（以下「ＹＫＫ」という。）に対し、

改正前の下請法（注１）第７条第２項（注２）の規定に基づく勧告を行った（詳細は別

添勧告書参照）。 
 

法 人 番 号 ６０１０００１０３２６９６ 

名    称 ＹＫＫ株式会社 

本 店 所 在 地 東京都千代田区神田和泉町１番地 

代  表  者 代表取締役 松嶋 耕一 

事 業 の 概 要 ファスニング製品の製造販売等 

資  本  金 １１９億９２４０万５００円 
 
違反事実の概要 ＹＫＫは、令和５年７月４日から令和７年１１月２７日ま

での間、下請事業者２１名に対し、ファスニング製品の加工、

当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あら

かじめ当該２１名に対して「下請代金＝発注単価（ＹＫＫが

設定した１時間当たりの工賃÷作業可能回数）×発注数量」

の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたに

もかかわらず、当該２１名の作業の実態を踏まえた作業可能

回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を

下請代金の額として一方的に定めた。 

この下請代金の額は、本来支払われるべき対価（当

該２１名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算

定した額）より約９．０パーセントないし約７２．５パーセ

ント低いものであった。 

なお、ＹＫＫが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働

時間を基に算出した１時間当たりの額が富山県の地域別最

低賃金の額を下回るものがあった。 

ＹＫＫは、当該２１名と協議の上、令和５年７月４日以降

の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該２１名に対し、

計２６５４万６７９４円を支払った。 

勧 告 の 概 要 今後、中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容

の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委

託等代金の額を不当に定めないこと等を取締役会の決議に

より確認すること。 等 

参 照 条 文 改正前の下請法第４条第１項第５号（買いたたきの禁止） 
       
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二上席取引適正化検査官 

        電話 ０３－３５８１－５５２５（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



（注１） 下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）は、下請代金支払遅延等防止法及

び下請中小企業振興法の一部を改正する法律（令和７年法律第４１号。以下「改正法」という。）

により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関す

る法律（以下「改正後の取適法」という。）となった。「改正前の下請法」とは、改正法による

改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。 

（注２） 「改正前の下請法第７条第２項」とは、改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例

によることとされる改正前の下請法第７条第２項をいう。 

 

※ 本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、改正前の下請

法の適用を受けることから、本公表文は改正前の下請法上の用語により記載

することが適当である場合は改正前の下請法上の用語により記載している。

改正法施行後になされた製造委託等には改正後の取適法が適用され、次のよ

うに用語が変更される。 

 

改正前の下請法  改正後の取適法 

下請代金 
 

製造委託等代金 

親事業者   委託事業者 

下請事業者  中小受託事業者 

 



※ ＹＫＫ㈱は、下請事業者と協議の上、令和７年１２⽉２４⽇に、令和５年７⽉４⽇以降の発注に遡って４９作業の発注単価
を引き上げ、下請事業者２１名に計２６５４万６７９４円を支払済み。
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自社が販売し又は製造を請け負うファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等（本件作業）を委託
●下請取引の内容

●違反⾏為の概要（買いたたき）（注１）
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者
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）

ＹＫＫ株式会社に対する勧告（概要）

公正取引委員会からの勧告の内容 （注１）買いたたきの禁止
親事業者は、発注に際して下請代⾦の額を決
定する際に、発注した内容と同種又は類似の
内容の給付に対し通常支払われる対価に比べ
て著しく低い額を不当に定めると下請法違反
となる（下請法第４条第１項第５号）

（注２）下請法の改正
下請法は、令和７年改正により、令和８
年１⽉、取適法と改称された。下請法に
おいて「下請事業者」と呼称されていた
事業者は、令和８年１⽉以降になされた
製造委託等との関係では「中小受託事業
者」と呼称される。

● ４９作業の本来の発注単価は、令和７年１２⽉２４⽇にＹＫＫ㈱が引上げを⾏った発注単価（※）と同⽔
準と考えられるところ、実際の発注単価に発注数量を乗じた額は、引上げを⾏った発注単価に発注数量を乗
じた額に比べて、約９．０%から約７２．５%低かった。

● 実際の発注単価の中には、委託当時の富⼭県の地域別最低賃⾦を引上げを⾏った発注単価の前提となる作
業可能回数で除した⾦額を下回るものがあった。

ＹＫＫ㈱は、令和５年７⽉４⽇から令和７年１１⽉２７⽇までの間、本来の発注単価（ＹＫＫ工賃÷実態に即
した作業可能回数）に発注数量を乗じた額を代⾦とした場合、⾃社の製造原価が⼤幅に増加することなどを踏
まえ、発注単価がＹＫＫ㈱の許容範囲内の⽔準となるように作業可能回数を設定するなどし、下請事業者に対
して説明を⾏うことなく、本来の発注単価を下回る発注単価（以下「実際の発注単価」という。）に発注数量
を乗じた額を４９作業の委託代⾦として⼀⽅的に定めた。

下請事業者８名は、発注単価に作業可能回数を乗じた額がＹＫＫ工賃（ＹＫＫ㈱が設定した１時間当たりの工
賃）を下回っていたところ、これはＹＫＫ㈱が算定に用いる作業可能回数と下請事業者８名における作業可能
回数に差異があることに起因していると考えられることなどを理由として、ＹＫＫ㈱に対し、本件作業のうち
４９作業について発注単価の引上げを要請。

【下請事業者による値上げ要請】

【ＹＫＫ㈱による値上げ要請の対応】

【ＹＫＫ㈱が定めた代⾦の額】

今後、中小受託事業者（注２）の給付の内容と同種又は
類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著し
く低い製造委託等代⾦の額を不当に定めないこと等を取
締役会の決議により確認すること など

ファスニング
製品の例

（出典︓ＹＫＫ㈱）



１ 関係法令の概要 

⑴ 下請法の概要 

 

 ○ 目的（第 1 条） 

  下請取引の公正化・下請事業者の利益保護 

 

 ○ 親事業者、下請事業者の定義（第 2 条第 1 項～第 8 項） 

ａ．物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※ 
 

親事業者
 

 下請事業者 

 資本金 3 億円超  資本金 3 億円以下（個人を含む。） 
  

 

 資本金 1 千万円超 3 億円以下  資本金 1 千万円以下（個人を含む。）

  ※ 政令で定める情報成果物作成委託…プログラム 

    政令で定める役務提供委託…運送、物品の倉庫における保管、情報処理 

 

ｂ．情報成果物作成・役務提供委託（政令で定めるものを除く※） 
 

親事業者
 

 下請事業者 

 資本金 5 千万円超  資本金 5 千万円以下（個人を含む。）
  

 

 資本金 1 千万円超 5 千万円以下  資本金 1 千万円以下（個人を含む。）

  

 ○ 親事業者の義務（第 2 条の 2、第 3 条、第 4 条の 2、第 5 条）及び禁止事項（第 4 条第 1 項、第 2項） 

  ａ．義務 

  

                                             

                                             

                                             

                  

  ｂ．禁止事項                                           

 

                                                                         

                                                              

                                                    

                                    

                                               

                        

                       

                       

                     

  

(ｱ) 書面の交付義務（第 3 条） 

(ｲ) 書類等の作成・保存義務（第 5 条） 

(ｳ) 下請代金の支払期日を定める義務（第 2 条の 2） 

(ｴ) 遅延利息の支払義務（第 4 条の 2） 

(ｱ) 受領拒否の禁止（第 4 条第 1 項第 1 号） 

(ｲ) 下請代金の支払遅延の禁止（第 4 条第 1 項第 2 号） 

(ｳ) 下請代金の減額の禁止（第 4 条第 1 項第 3 号） 

(ｴ) 返品の禁止（第 4 条第 1 項第 4 号） 

(ｵ) 買いたたきの禁止（第 4 条第 1 項第 5 号） 

(ｶ) 購入・利用強制の禁止（第 4 条第 1 項第 6 号） 

(ｷ) 報復措置の禁止（第 4 条第 1 項第 7 号） 

(ｸ) 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（第 4条第 2 項第 1 号） 

(ｹ) 割引困難な手形の交付の禁止（第 4 条第 2 項第 2号） 

(ｺ) 不当な経済上の利益の提供要請の禁止（第 4 条第 2 項第 3 号） 

(ｻ) 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止（第 4 条第 2 項第 4 号） 

参 考 



⑵ 取適法の概要 

 

 ○ 目的（第 1 条） 

  受託取引の公正化・中小受託事業者の利益保護 

 

 ○ 委託事業者、中小受託事業者の定義（第 2 条第 1 項～第 9 項） 

ａ．物品の製造・修理・特定運送委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※ 
 

委託事業者
 

 中小受託事業者 

 資本金 3 億円超  資本金 3 億円以下（個人を含む。） 
  

 資本金１千万円超 3 億円以下  資本金 1 千万円以下（個人を含む。）

    

 委託事業者  中小受託事業者 

 常時使用する従業員 

300 人超 

 常時使用する従業員 300 人以下 

（個人を含む。） 

※ 政令で定める情報成果物作成委託…プログラム 

政令で定める役務提供委託…運送、物品の倉庫における保管、情報処理 

 

ｂ．情報成果物作成・役務提供委託（政令で定めるものを除く※） 
 

委託事業者
 

 中小受託事業者 

 資本金 5 千万円超  資本金 5 千万円以下（個人を含む。）

 資本金１千万円超 5 千万円以下  資本金 1 千万円以下（個人を含む。）

    

 委託事業者  中小受託事業者 

 常時使用する従業員 

100 人超 

 常時使用する従業員 100 人以下 

（個人を含む。） 

なお、従業員基準については、資本金基準が適用されない場合に適用される。 

 

○ 委託事業者の義務（第 3 条、第 4 条、第 6 条、第 7 条）及び禁止事項（第 5 条第 1 項、第 2 項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 発注内容等の明示義務（第 4 条） 

(ｲ) 書類等の作成・保存義務（第 7 条） 

(ｳ) 代金の支払期日を定める義務（第 3 条） 

(ｴ) 遅延利息の支払義務（第 6 条）  

ａ．義務 

ｂ．禁止事項 

(ｱ) 受領拒否の禁止（第 5 条第 1 項第 1 号） 

(ｲ) 代金の支払遅延の禁止（第 5 条第 1 項第 2 号） 

(ｳ) 代金の減額の禁止（第 5 条第 1 項第 3 号） 

(ｴ) 返品の禁止（第 5 条第 1 項第 4 号） 

(ｵ) 買いたたきの禁止（第 5 条第 1 項第 5 号） 

(ｶ) 購入・利用強制の禁止（第 5 条第 1 項第 6 号） 

(ｷ) 報復措置の禁止（第 5 条第 1 項第 7 号） 

(ｸ) 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（第 5条第 2 項第 1 号） 

(ｹ) 不当な経済上の利益の提供要請の禁止（第 5 条第 2 項第 2 号） 

(ｺ) 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止（第 5 条第 2 項第 3 号） 

(ｻ) 協議に応じない一方的な代金決定の禁止（第 5 条第 2 項第 4 号） 



２ 参照条文 

 

○ 下請代金支払遅延等防止法（抄） 

（昭和三十一年法律第百二十号） 

（定義） 

第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造（加工を

含む。以下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれら

の製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託

すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半

製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することを

いう。 

２～４ （略） 

５ この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。 

６ （略） 

７ この法律で「親事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第十四条に規定する者を除く。）であつて、個人又は資本金の

額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等（情報成果物作成委託及び役務

提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第

一号及び第二号において同じ。）をするもの 

二～四 （略） 

８ この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定

する親事業者から製造委託等を受けるもの 

二～四 （略） 

９・10 （略） 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあ

つては、第一号及び第四号を除く。）に掲げる行為をしてはならない。 

一～四 （略） 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下

請代金の額を不当に定めること。 

六・七 （略） 

２ （略） 

 

（勧告） 

第七条 （略） 

２ 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、

その親事業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、

その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきこ

とを勧告するものとする。 

３ （略） 



○ 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（抄） 

（昭和三十一年法律第百二十号） 

（定義） 

第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造（加工を

含む。以下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこ

れらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は

業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がそ

の使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若し

くは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託することをいう。 

２～５ （略） 

６ この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運

送委託をいう。 

７ （略） 

８ この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第十四条に規定する者を除く。）であつて、個人又は資本金の

額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等（情報成果物作成委託及び役務

提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号及び第五号並

びに次項第一号、第二号及び第五号において同じ。）をするもの 

二～六 （略） 

９ この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定

する委託事業者から製造委託等を受けるもの 

二～六 （略） 

10・11 （略） 

 

（委託事業者の遵守事項） 

第五条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為（役務提供委託又

は特定運送委託をした場合にあつては、第１号及び第４号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一～四 （略） 

五 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低

い製造委託等代金の額を不当に定めること。 

２ （略） 

  



○ 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律（抄） 

（令和七年法律第四十一号） 

   附 則 

（下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 （略） 

２ 新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支

払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした第一条の規

定による改正前の下請代金支払遅延等防止法（次項において「旧支払遅延等防止法」という。）第二条第

五項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。 

３ （略） 



   
 

１ 

 

公 取 適 第 ６ ７ ０ 号 

令和８年６月２３日 

 

東京都千代田区神田和泉町１番地 

ＹＫＫ株式会社 

   同代表者 代表取締役 松 嶋 耕 一 

 

 

公 正 取 引 委 員 会 

同代表者 委員長 茶 谷 栄 治 

 

 

勧   告   書 

 

公正取引委員会は、ＹＫＫ株式会社（以下「ＹＫＫ」という。）に対し、下請代金

支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律（令和７年法律第

４１号。以下「改正法」という。）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律

第１２０号。以下「改正前の下請法」という。）第７条第２項の規定に基づき、次の

とおり勧告する。 

 

主     文 

 

１ ＹＫＫは、改正法による改正後の製造委託等に係る中小

受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する

法律（以下「改正後の中小受託取引適正化法」という。）を

遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。 

⑴ 次の事項を取締役会の決議により確認すること 

ア 下請事業者に対し、ファスニング製品の加工、当該

製品に係る製造工程中の検査等を委託する際、事前に

当該下請事業者に対して説明した下請代金の額の算

定方法を実態に即して運用せず、発注単価がＹＫＫの

許容範囲内の水準となるように数値を設定するなど

別添



 

２ 

 

し、実態に即した対価よりも約９．０パーセントない

し約７２．５パーセント低い下請代金の額を一方的に

定めた行為は、改正前の下請法第４条第１項第５号に

掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであ

ること 

イ 今後、中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似

の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著し

く低い製造委託等代金の額を不当に定めないこと 

⑵ 令和５年７月４日からこの勧告の日までの間に、別表

２の「下請事業者」欄記載の事業者に対して委託したフ

ァスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検

査等について、改正前の下請法第４条第１項第５号又は

改正後の中小受託取引適正化法第５条第１項第５号の

観点から問題が生じていないか調査を行い、問題が認め

られた場合には、当該事業者の利益を保護するために必

要な措置を講ずること 

⑶ 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容

の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製

造委託等代金の額を不当に定めることがないよう、自社

の発注担当者等に対する改正後の中小受託取引適正化

法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措

置を講ずること 

２ ＹＫＫは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底

すること。 

 ⑴ この勧告を受けたこと及びこの勧告書（別紙及び別表

を除く。）の内容 

⑵ 前記１に基づいて採った措置 

３ ＹＫＫは、次の事項を取引先中小受託事業者に通知する

こと。 

 ⑴ この勧告を受けたこと及びこの勧告書（別紙及び別表

を除く。）の内容 

 ⑵ 前記１及び２に基づいて採った措置 

４ ＹＫＫは、前記１から３までに基づいて採った措置を速



 

３ 

 

やかに公正取引委員会に報告すること。 

 

理     由 

 

第１ 事実 

１⑴ ＹＫＫは、肩書地に本店を置き、ファスニング製品の製造販売等を行う事

業者であるところ、令和５年７月４日から令和７年１１月２７日までの間に、

別表１の「下請事業者」欄記載の事業者２１名（以下「本件下請事業者」と

いう。）に対し、自社が販売し又は製造を請け負うファスニング製品の加工、

当該製品に係る製造工程中の検査等（以下「本件作業」という。）を委託した。 

 ⑵ 前記⑴の委託の当時、ＹＫＫは、資本金の額が３億円を超える法人たる事

業者であり、本件下請事業者は個人又は資本金の額若しくは出資の総額が

３億円以下の法人たる事業者であった。 

２⑴ア ＹＫＫは、遅くとも令和５年２月頃以降、本件下請事業者に対し 

(ア) ＹＫＫが設定した１時間当たりの工賃（以下「ＹＫＫ工賃」という。）

を１時間に行うことができる本件作業の回数（以下「作業可能回数」と

いう。）で除して得た額（以下「発注単価」という。）に発注数量を乗じ

る方法により代金の額を算定すること 

(イ) 本件下請事業者が所在する富山県の地域別最低賃金の上昇率を参考に

してＹＫＫ工賃を引き上げ、同年４月１日以降に受領した製品に係る委

託の代金の額に反映すること 

を伝えた。 

なお、ＹＫＫは、令和６年４月以降も、上記(イ)と同様の方法によりＹＫ

Ｋ工賃を引き上げているところ、別紙の「時期」欄記載の時期に受領した

製品に係る委託におけるＹＫＫ工賃の金額は、別紙の「ＹＫＫ工賃」欄記

載のとおりである。 

イ(ア) 本件下請事業者のうち、別表１の番号欄の１、２、４、７、１１、１２、

１３及び１６の事業者８名（以下「８名」という。）は、８名における作

業可能回数を発注単価に乗じて得た額がＹＫＫ工賃を下回っていたとこ

ろ、これはＹＫＫが発注単価の算定に用いる作業可能回数と８名におけ

る作業可能回数に差異があることに起因していると考えられることなど

を理由として、令和５年６月１４日から同年７月３日までの間に、ＹＫ

Ｋに対し、本件作業のうち４９作業（以下「４９作業」という。）につい



 

４ 

 

て発注単価の引上げを要請した。 

(イ) この要請を受けて、ＹＫＫは、４９作業について、自社の従業員が本

件作業を行い作業可能回数を計測したり、８名のうち一部の事業者の協

力を得て作業可能回数を計測したりするなどし、実態に即した作業可能

回数の把握を進めるなどした。 

⑵ア しかしながら、ＹＫＫは、令和５年７月４日から令和７年１１月２７日

までの間、ＹＫＫ工賃を実態に即した作業可能回数で除して求めた発注単

価（以下「本来の発注単価」という。）に発注数量を乗じて得た額を代金の

額として定めた場合は自社の製造原価が大幅に増加することなどを踏ま

え、発注単価がＹＫＫの許容範囲内の水準となるように作業可能回数を設

定するなどし、本件下請事業者に対して説明を行うことなく、本来の発注

単価を下回る発注単価（以下「実際の発注単価」という。）に発注数量を乗

じて得た額を４９作業の委託に係る代金の額として一方的に定めた。 

イ ４９作業の本来の発注単価は、後記３の引上げ後の発注単価と同水準で

あると考えられるところ、実際の発注単価に発注数量を乗じて得た額は、

当該引上げ後の発注単価に当該発注数量を乗じて得た額に比べて、約９．

０パーセントないし約７２．５パーセント低いものであった。 

なお、実際の発注単価の中には、委託当時の富山県の地域別最低賃金を

後記３の引上げ後の発注単価の前提となる作業可能回数で除した金額を

下回るものがあった。 

 ３ ＹＫＫは、本件下請事業者と協議の上、令和７年１２月１日以降に受領する

本件作業の発注単価を定めるとともに、同月２４日、令和５年７月４日以降の

発注に遡って４９作業の発注単価を引き上げ、引上げ後の発注単価を用いて算

定した代金の額と既に支払済みの代金の額との差額として、本件下請事業者に

対し、別表１の「支払った額」欄記載の計２６５４万６７９４円を支払ってお

り、これは同日以降の発注に遡って４９作業の委託に係る代金の額を引き上げ

たものと認められる。 

４ 本件下請事業者を含む別表２の「下請事業者」欄記載の事業者３２名は個人

又は資本金の額若しくは出資の総額が３億円以下の法人たる事業者であるとこ

ろ、ＹＫＫは、令和５年７月４日以降、当該事業者に対して本件作業のうち

４９作業以外の作業を委託するとともに、その代金の額について前記２⑴ア(ｱ)

及び(ｲ)のとおり伝えた。 

 



 

５ 

 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば、ＹＫＫは、改正前の下請法第２条第１項に規定する製造

委託をした事業者であり、同条第７項第１号に規定する親事業者に該当し、本

件下請事業者は、同条第８項第１号に規定する下請事業者に該当するところ、

ＹＫＫの前記第１の２の行為は、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内

容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定

めたものであり、改正前の下請法第４条第１項第５号に掲げる行為に該当し、

同項の規定に違反するものである。 

よって、ＹＫＫに対し、改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例

によることとされる改正前の下請法第７条第２項の規定に基づき、主文のとお

り勧告する。 

 

【別紙及び別表については添付省略】


